
工　事　名　市道大庭32号線設計等業務委託

質　問　事　項 回　　　　　　答

特記仕様書、第１章　総則　第６条　担当技術者につ
いて、（詳細設計）とありますが、今回の業務は予備
設計ということで担当技術者の要件を満たす必要な
はないということでよろしいでしょうか。

（詳細設計）は、（予備設計）と読み替えるものとし、担当技
術者の要件を満たすようにすること。

質　問　・　回　答　書
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